
鴨川河川敷における放置自転車対策について

平成２１年７月２８日に開催された京都府知事と京都市長の懇談会で、鴨川河川敷の

放置自転車対策について、以下のとおり合意しました。

【合意した内容】

１ 鴨川河川敷の放置自転車撤去について
・平成２２年４月から、京都市が鴨川周辺道路敷とともに、鴨川河川敷の放置自

転車を撤去する。
・なお、京都市が撤去する区域は、「京都府鴨川条例」に規定する放置自転車禁

止区域（鴨川河川敷の葵橋上流から塩小路橋上流まで）とする。

２ 「京都府くいな橋（鴨川）自転車等保管所」の活用について
・京都府は、これまで鴨川河川敷で撤去した放置自転車を保管するために使用し

てきた「京都府くいな橋（鴨川）自転車等保管所」を京都市に無償で提供する。

３ 鴨川河川敷への駐輪場整備について
・鴨川及びその周辺の放置自転車問題を解決するため、京都府は、駐輪場整備用

地（約６００㎡）を京都市に無償で提供し、京都市は駐輪場を整備する。
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